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(57)【要約】
【課題】　装置サイズが大型化することなく、回転刃の
刃先にかかる荷重の微調整ができると共に、スクライブ
工程でパーティクルが発生した場合であっても、基板の
表面へのパーティクルの付着を防止することができるス
クライブ装置を提供するものである。
【解決手段】　スクライブ装置１００は、基板２００に
対向させる開口１２ａを有し、回転刃１の刃先１ａが当
該開口１２ａから露出する位置に当該回転刃１を内包す
る筒状の吸込口部１２と、吸込口部１２に連通され、吸
込口部１２を陰圧にする減圧装置７０と、吸込口部１２
の内部の圧力を検出する第１の圧力検知部８１と、第１
の圧力検知部８１の検出結果に基づいて吸込口部１２の
内部の圧力を調整する第１の圧力制御部８２と、を備え
る。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に対して回転刃を圧接状態で転動し、当該基板上に亀裂を形成するスクライブ装置
において、
　前記基板に対向させる開口を有し、前記回転刃の刃先が当該開口から露出する位置に当
該回転刃を内包する筒状の吸込口部と、
　前記吸込口部に連通され、前記吸込口部を陰圧にする減圧部と、
　前記吸込口部の内部の圧力を検出する圧力検知部と、
　前記圧力検知部の検出結果に基づいて前記吸込口部の内部の圧力を調整する圧力制御部
と、
　を備えることを特徴とするスクライブ装置。
【請求項２】
　前記請求項１に記載のスクライブ装置において、
　前記基板及び吸込口部間の間隔を変化させる駆動部と、
　前記基板及び吸込口部間の間隔を検出する間隔検知部と、
　前記間隔検知部の検出結果に基づき、前記駆動部を駆動させて前記基板及び吸込口部間
の間隔を調整する間隔制御部と、
　を備えることを特徴とするスクライブ装置。
【請求項３】
　前記請求項２に記載のスクライブ装置において、
　前記圧力制御部が、前記間隔制御部の制御信号に基づき、前記吸込口部の内部の圧力を
調整することを特徴とするスクライブ装置。
【請求項４】
　前記請求項１乃至３のいずれかに記載のスクライブ装置において、
　前記吸込口部が、対向する一対の長穴を内側面に有し、
　前記回転刃が、前記基板に対して鉛直方向に摺動可能に前記長穴に軸支されることを特
徴とするスクライブ装置。
【請求項５】
　前記請求項１乃至４のいずれかに記載のスクライブ装置において、
　前記吸込口部の開口を構成する底部が、底面に凹設した複数の溝を有し、
　前記複数の溝が、前記回転刃を中心として時計回り又は反時計回りに各溝の方向を揃え
てなることを特徴とするスクライブ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス基板、シリコン（Ｓｉ）若しくは窒化ガリウム（ＧａＮ）等の半導体
ウェハ又は低温焼成セラミックス（Low Temperature Co-fired Ceramics：ＬＴＣＣ）基
板などの脆性材料からなる基板（以下、単に「基板」と称す）に対して回転刃を圧接状態
で転動し、当該基板に亀裂を形成するスクライブ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のスクライブ装置は、支点を中心に揺動可能に支持され、支点から離れた一端側に
カッタを備えたアームと、アームの他端側の連結ブラケットにアームを揺動させる方向の
力を加えることで、カッタにガラス板の表面に対する押し付け力を付与する空圧シリンダ
とを備え、前記支点からカッタまでの距離をＡ、支点から連結ブラケットまでの距離をＢ
とした場合、Ａ＜Ｂに設定したものである（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１９６２１１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のスクライブ装置は、支点から連結ブラケットまでの距離を支点からカッタまでの
距離よりも大きく設定したものであるために、アームのサイズが大きくなり、装置サイズ
が大型化してしまうという課題がある。
　また、従来のスクライブ装置は、スクライブ線の刻設の工程での切粉の発生を抑制する
ことができるのであるが、切粉の発生を防止するものではなく、切粉が発生した場合に、
この切粉を除去する手段がない。このため、従来のスクライブ装置は、切粉のガラス板の
表面への付着残留による不良品の発生及び製品品質の低下を防止することができないとい
う課題がある。
【０００５】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、装置サイズが大型化す
ることなく、回転刃の刃先にかかる荷重の微調整ができると共に、スクライブ工程で切粉
が発生した場合であっても、基板の表面への切粉の付着を防止することができるスクライ
ブ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るスクライブ装置においては、基板に対向させる開口を有し、回転刃の刃先
が当該開口から露出する位置に当該回転刃を内包する筒状の吸込口部と、吸込口部に連通
され、吸込口部を陰圧にする減圧部と、吸込口部の内部の圧力を検出する圧力検知部と、
圧力検知部の検出結果に基づいて吸込口部の内部の圧力を調整する圧力制御部と、を備え
るものである。
【発明の効果】
【０００７】
　開示のスクライブ装置は、装置サイズが大型化することなく、回転刃の刃先にかかる荷
重（回転刃の重力、回転刃が基板から受ける垂直抗力、回転刃の軸が接触部分から受ける
抗力、吸込口部の開口から流れ込む気体が及ぼす浮力等の回転刃全体に加わる合力）の微
調整ができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係るスクライブ装置の概略構成を示す斜視図である。
【図２】図１に示すスクライブヘッドのＺ軸方向の位置調整機構を説明するための説明図
である。
【図３】（ａ）は図１に示す吸込口部の概略構成を示す正面図であり、（ｂ）は図３（ａ
）に示す吸込口部の断面図であり、（ｃ）は図３（ａ）に示す吸込口部の底面図であり、
（ｄ）は図３（ｂ）に示す吸込口部から回転刃を取り外した状態を示す断面図である。
【図４】（ａ）は図１に示す吸込口部の他の概略構成を示す正面図であり、（ｂ）は図４
（ａ）に示す吸込口部の断面図であり、（ｃ）は図４（ａ）に示す吸込口部の底面図であ
り、（ｄ）は図４（ａ）に示す吸込口部に異なる溝を形成した底面図である。
【図５】第２の実施形態に係るスクライブヘッドのＺ軸方向の位置調整機構を説明するた
めの説明図である。
【図６】（ａ）は第３の実施形態に係る吸込口部から回転刃を取り外した状態を示す断面
図であり、（ｂ）は図６（ａ）に示す吸込口部における回転刃の軸が長穴の上端にある状
態を示す断面図であり、（ｃ）は図６（ａ）に示す吸込口部における回転刃の軸が長穴の
下端にある状態を示す断面図である。
【図７】その他の実施形態に係るスクライブヘッドのＺ軸方向の位置調整機構を説明する
ための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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（本発明の第１の実施形態）
　スクライブ装置１００は、図１に示すように、水平面（Ｘ－Ｙ面）内のＹ軸方向に移動
可能であり、モータ（不図示）により水平面内でＹ軸方向に対して９０度回転可能なステ
ージ２０と、ステージ２０上に載置されて吸着用チャック（不図示）によりステージ２０
に保持される基板２００のアライメントマーク（不図示）を撮像する２台のＣＣＤ（char
ge-coupled device）カメラ３０と、ステージ２０を介して対向配置される支持部４１と
、支持部４１に支持されてステージ２０を跨りＸ軸方向に延在するブリッジ部４２と、モ
ータ４３によりガイド４４に沿ってＸ軸方向に移動可能にブリッジ部４２に配設されるス
クライブヘッド１０と、を備える。
【００１０】
　スクライブヘッド１０は、図２及び図３に示すように、ブリッジ部４２に取付けられる
板状の基台１１と、基板２００に対向させる開口１２ａを有し、回転刃１の刃先１ａが当
該開口１２ａから露出する位置に当該回転刃１を内包する筒状の吸込口部１２と、基台１
１にレール１１ａを介して鉛直（Ｚ軸）方向に摺動可能に取付けられ、吸込口部１２を保
持する保持部材１３と、保持部材１３の上方で基台１１に保持され、後述する電空レギュ
レータ５０に接続され、基板２００及び吸込口部１２間の間隔を変化させるエアシリンダ
１４と、を備えている。
【００１１】
　なお、本実施形態に係る吸込口部１２は、図３に示すように、回転刃１の刃先１ａが開
口１２ａから露出する位置に回転刃１を軸支できるように、対向する一対の凹部１２ｂを
内側面１２ｆに有し、凹部１２ｂに嵌入された円柱状のピン２を回転刃１の中心の貫通孔
１ｂに貫通させることにより、回転刃１を回転自在に保持する。また、吸込口部１２は、
導管６１の端部に螺合する接続部１２ｃが上端に配設され、導管６１を介して捕捉部６０
に連通する。
【００１２】
　なお、吸込口部１２の凹部１２ｂは、有底穴に替えて貫通孔とし、この貫通孔に回転刃
１のピン２を挿入した後に、この貫通孔とピン２との間隙を封止する構成であってもよい
。この構成により、吸込口部１２からのピン２の挿抜を可能にして、吸込口部１２に装着
した回転刃１から他の回転刃１への交換を容易にすることができる。
【００１３】
　捕捉部６０は、回転刃１の転動により生じる基板２００の欠け（チッピング、ファイバ
ー）や刃先１ａの削れ等によるパーティクルを捕捉する機構であり、導管６１を介して吸
込口部１２から吸い込んだ気体が、内部で渦を巻き、このときの遠心力で重いパーティク
ルだけが内部に残り、気体だけを導管６２から排出させる。
【００１４】
　なお、本実施形態に係る捕捉部６０は、中空の略円柱状であり、吸込口部１２に連通す
る導管６１が一端面（上面）６０ａの周縁部を通り側面に沿って配設され、真空ポンプ等
の減圧装置７０に連通する導管６２が他端面（底面）６０ｂの略中心を通り捕捉部６０の
長手方向に沿って内部まで配設される。すなわち、減圧装置７０は、導管６２、捕捉部６
０及び導管６１を介して、吸込口部１２に連通され、吸込口部１２の内部の圧力を外部に
対して負圧にする（吸込口部１２を陰圧にする）本発明に係る減圧部に相当する。
【００１５】
　また、捕捉部６０の内部には、圧力センサ等の第１の圧力検知部８１が配設され、第１
の圧力検知部８１は、捕捉部６０（吸込口部１２）の内部の圧力を検知して、その信号を
第１の圧力制御部８２に送信する。そして、第１の圧力制御部８２は、第１の圧力検知部
８１からの入力信号と予め設定された信号との間に差圧がある場合に、減圧装置７０を制
御して予め設定された圧力に調整する。
【００１６】
　電空レギュレータ５０は、負圧ポート５２内の気体の排出及び供給を調整し、エアシリ
ンダ１４内の圧力を所定の圧力に制御する。
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　なお、本実施形態においては、排気口となる排気ポート５３及び圧力を高めるポンプ等
の加圧装置９０に連通する供給ポート５４がレギュレータ本体５１の一端に配設され、負
圧ポート５２がレギュレータ本体５１の他端に配設されている。また、レギュレータ本体
５１は、負圧ポート５２が導管１４ａを介してエアシリンダ１４に連通されている。なお
、エアシリンダ１４は、基板２００及び吸込口部１２の間隔を変化させる本発明に係る駆
動部に相当するが、基板２００及び吸込口部１２の間隔を変化させることができるのであ
れば、エアシリンダ１４に限られるものではない。
【００１７】
　レギュレータ本体５１には、排気用電磁弁５５及び供給用電磁弁５６が配設され、排気
用電磁弁５５は、負圧ポート５２内の気体の排出と排気停止とを切り換え、供給用電磁弁
５６は、負圧ポート５２内への気体の供給と給気停止とを切り換える。
【００１８】
　負圧ポート５２には、圧力センサ等の第２の圧力検知部５７が配設され、第２の圧力検
知部５７は、負圧ポート５２（エアシリンダ１４）の内部の圧力を検知して、その信号を
第２の圧力制御部５８に送信する。そして、第２の圧力制御部５８は、第２の圧力検知部
５７からの入力信号と予め設定された信号との間に差圧がある場合に、排気用電磁弁５５
及び供給用電磁弁５６に制御信号を送信し、排気用電磁弁５５及び供給用電磁弁５６を開
閉する。
【００１９】
　すなわち、第２の圧力制御部５８は、負圧ポート５２内の圧力が設定値より高い場合に
、排気用電磁弁５５を開いてエアシリンダ１４内の気体を負圧ポート５２を介して排気ポ
ート５３から排出させ、負圧ポート５２内の圧力が設定値になると、排気用電磁弁５５を
閉じて気体の排出を停止させる。また、第２の圧力制御部５８は、負圧ポート５２内の圧
力が設定値より低い場合に、供給用電磁弁５６を開いて加圧装置９０からの気体が負圧ポ
ート５２を介してエアシリンダ１４に供給され、負圧ポート５２内の圧力が設定値になる
と供給用電磁弁５６を閉じて気体の供給を停止させる。
【００２０】
　なお、第２の圧力検知部５７は、基板２００及び吸込口部１２の間隔を検出する本発明
に係る間隔検知部に相当するが、基板２００及び吸込口部１２の間隔を検出することがで
きるのであれば、圧力センサに限られるものではない。また、第２の圧力制御部５８は、
間隔検知部（第２の圧力検知部５７）の検出結果に基づき、駆動部（エアシリンダ１４）
を駆動させて基板２００及び吸込口部１２の間隔を調整する本発明に係る間隔制御部に相
当する。
【００２１】
　なお、本実施形態に係るスクライブ装置１００は、初期状態で、排気用電磁弁５５及び
供給用電磁弁５６を閉じており、まず、第２の圧力制御部５８が、負圧ポート５２（エア
シリンダ１４）内の圧力を制御して、基板２００及び吸込口部１２間の間隔を調整する。
そして、スクライブ装置１００は、第２の圧力制御部５８が、第１の圧力制御部８２に制
御信号を送信し、第１の圧力制御部８２が、第２の圧力制御部５８の制御信号に基づき、
捕捉部６０（吸込口部１２）内の圧力を制御して、回転刃１の刃先１ａにかかる荷重を微
調整する。
【００２２】
　つぎに、本実施形態に係るスクライブ装置１００の処理動作について説明する。
　まず、スクライブ装置１００は、基板２００に形成されたアライメントマーク（不図示
）をＣＣＤカメラ３０により撮像し、水平面（Ｘ－Ｙ面）内の基板２００の位置をステー
ジ２０により調整する。
【００２３】
　そして、電空レギュレータ５０の第２の圧力制御部５８は、排気用電磁弁５５及び供給
用電磁弁５６を閉じた状態から、供給用電磁弁５６を開いて、負圧ポート５２を介して加
圧装置９０からの気体をエアシリンダ１４に供給させる。
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【００２４】
　エアシリンダ１４の内部の圧力が高まると、保持部材１３（吸込口部１２）がエアシリ
ンダ１４のピストン１４ｂに押されて基台１１のレール１１ａに沿って下方に移動する。
　電空レギュレータ５０の第２の圧力制御部５８は、吸込口部１２の取付けられた回転刃
１の刃先１ａと基板２００とが接触する（負圧ポート５２内の圧力が設定値になる）こと
で、供給用電磁弁５６を閉じてエアシリンダ１４への気体の供給を停止させる。
【００２５】
　その後、第１の圧力制御部８２は、捕捉部６０を介して吸込口部１２内の気体を減圧装
置７０により吸引させ、回転刃１の刃先１ａにかかる荷重が所定の力（例えば、無荷重や
回転刃１の自重以下の低荷重）になる（捕捉部６０内の圧力が設定値になる）ように、減
圧装置７０による減圧量を調整する。
【００２６】
　そして、スクライブ装置１００は、スクライブヘッド１０に取付けた回転刃１の刃先１
ａを、エアシリンダ１４の圧力制御及び吸込口部１２の陰圧制御により、基板２００の表
面に所定の圧力で押圧した状態でＸ軸方向に移動させ、基板２００の表面をＸ方向に沿っ
てスクライブ加工する。
【００２７】
　また、スクライブ装置１００は、スクライブ加工により生じるパーティクルが、吸込口
部１２の開口１２ａから吸引され、導管６１を介して捕捉部６０に入り、捕捉部６０の内
部に残留することで、基板２００の表面へのパーティクルの付着を防止する。
【００２８】
　そして、スクライブ装置１００は、テーブルをＹ軸方向に所定ピッチで移動して、Ｙ軸
方向の各位置でのＸ軸方向に対するスクライブ加工を終了すると、ステージ２０を９０度
回転させて、前述したＸ軸方向における動作と同様に、基板２００の表面をＹ軸方向に沿
ってスクライブ加工する。
【００２９】
　そして、テーブルをＸ軸方向に所定ピッチで移動して、Ｘ軸方向の各位置でのＹ軸方向
に対するスクライブ加工を終了すると、第１の圧力制御部８２は減圧装置７０による吸引
を停止させ、第２の圧力制御部５８は排気用電磁弁５５を開いて負圧ポート５２を介して
エアシリンダ１４内の気体を排気ポート５３から排出させる。
【００３０】
　エアシリンダ１４の内部の圧力が低くなると、保持部材１３（吸込口部１２）がエアシ
リンダ１４のピストン１４ｂの上昇に追従して基台１１のレール１１ａに沿って上方に移
動し、回転刃１の刃先１ａと基板２００とが非接触になり、スクライブ装置１００の処理
を終了する。
【００３１】
　以上のように、本実施形態に係るスクライブ装置１００は、吸込口部１２の陰圧を制御
して、回転刃１の刃先１ａにかかる荷重を微調整することができ、基板２００の仕様に応
じたスクライブ圧によりスクライブ加工することができるという作用効果を奏する。
【００３２】
　また、本実施形態に係るスクライブ装置１００は、吸込口部１２からの吸引により、ス
クライブ工程でパーティクルが発生した場合であっても、基板２００の表面へのパーティ
クルの付着を防止することができるという作用効果を奏する。
【００３３】
　なお、本実施形態に係る吸込口部１２は、図３（ｂ）に示すように、スクライブ方向に
対して後方（紙面の左）側に回転刃１が存在しない空間を設け、回転刃１の転動により生
じるパーティクルを後方で吸い上げ易くしているが、パーティクルを吸引できるのであれ
ば、この外形に限られるものではない。
【００３４】
　また、吸込口部１２は、図４に示すように、吸込口部１２の開口１２ａを構成する底部
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が、底面１２ｄに凹設した複数の溝１２ｅを有し、複数の溝１２ｅが、回転刃１を中心と
して時計回り（図４（ｃ）参照）又は反時計回り（図４（ｄ）参照）に各溝１２ｅの方向
を揃えてなる形状であってもよい。この形状により、吸込口部１２の各溝１２ｅから流れ
込む気体が吸込口部１２の内部で渦を巻き、パーティクルを吸い上げる力を高めることが
できる。
　また、吸込口部１２は、開口１２ａ側から接続部１２ｃ側に向かう螺旋状の突起（不図
示）を内側面１２ｆに設け、吸込口部１２の開口１２ａから流れ込む気体が螺旋状の突起
に沿って吸込口部１２の内部で渦を巻き、パーティクルを吸い上げる力を高めることがで
きる。
【００３５】
（本発明の第２の実施形態）
　図５は第２の実施形態に係るスクライブヘッドのＺ軸方向の位置調整機構を説明するた
めの説明図である。図５において、図２と同じ符号は、同一又は相当部分を示し、その説
明を省略する。
【００３６】
　本実施形態に係る第２の圧力制御部５８は、第１の圧力制御部８２の制御信号に基づい
て、エアシリンダ１４の内部の圧力を再調整する。
【００３７】
　なお、この第２の実施形態においては、第２の圧力制御部５８が第１の圧力制御部８２
の制御信号に基づいてエアシリンダ１４の内部の圧力を再調整するところのみが第１の実
施形態と異なるところであり、エアシリンダ１４の内部の圧力を再調整することによる作
用効果以外は、第１の実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００３８】
　本実施形態に係るスクライブ装置１００は、第１の圧力制御部８２（減圧装置７０）に
よる吸込口部１２の陰圧制御の他に、エアシリンダ１４を制御することにより基板２００
及び吸込口部１２間の間隔を可変にし、回転刃１の刃先１ａにかかる荷重を調整するもの
である。
【００３９】
　すなわち、第２の圧力制御部５８は、第１の圧力制御部８２からの制御信号が入力され
ると、排気用電磁弁５５を開いて、エアシリンダ１４の内部の気体を排出し、エアシリン
ダ１４内の圧力を減圧する。これにより、ピストン１４ｂが上昇して、回転刃１の刃先１
ａが基板２００に加える押圧力を減少させ、回転刃１の刃先１ａが基板２００から受ける
反力を減少させる。
【００４０】
　なお、基板２００及び吸込口部１２間の間隔を広げることは、減圧装置７０による減圧
量が一定であれば、吸込口部１２内の圧力を上げることになり、第２の圧力制御部５８（
エアシリンダ１４）によっても吸込口部１２の陰圧を制御できることになる。
【００４１】
　以上のように、本実施形態に係るスクライブ装置１００は、基板２００及び吸込口部１
２間の間隔並びに吸込口部１２の陰圧を制御して、回転刃１の刃先１ａにかかる荷重を微
調整することができ、基板２００の仕様に応じたスクライブ圧によりスクライブ加工する
ことができるという作用効果を奏する。
【００４２】
　特に、本実施形態に係るスクライブ装置１００は、回転刃１の刃先１ａにかかる荷重を
、無荷重や回転刃１の自重以下の低荷重にすることができ、発光ダイオード（Light Emit
ting Diode：ＬＥＤ）の基板等の板厚の非常に薄い脆性材料基板や非常に脆弱な脆性材料
基板からなる基板２００に対応することができるという作用効果を奏する。
【００４３】
（本発明の第３の実施形態）
　図６（ａ）は第３の実施形態に係る吸込口部の回転刃を取り外した状態を示す断面図で
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あり、図６（ｂ）は図６（ａ）に示す吸込口部における回転刃の軸が長穴の上端にある状
態を示す断面図であり、図６（ｃ）は図６（ａ）に示す吸込口部における回転刃の軸が長
穴の下端にある状態を示す断面図である。図６において、図３及び図４と同じ符号は、同
一又は相当部分を示し、その説明を省略する。
【００４４】
　本実施形態に係る吸込口部１２は、図６に示すように、対向する一対の長穴１２ｇを内
側面１２ｆに有し、回転刃１（ピン２）は、基板２００に対して鉛直（Ｚ軸）方向に摺動
可能に長穴１２ｇに軸支される。
【００４５】
　なお、この第３の実施形態においては、吸込口部１２の凹部１２ｂが長穴１２ｇである
ところのみが第１の実施形態又は第２の実施形態と異なるところであり、後述する長穴１
２ｇによる作用効果以外は、第１の実施形態又は第２の実施形態と同様の作用効果を奏す
る。
【００４６】
　本実施形態に係るスクライブ装置１００は、長穴１２ｇにより、鉛直方向における回転
刃１の軸支位置に遊びがあるために、回転刃１全体に加わる合力をつり合わせることが容
易になり、回転刃１の刃先１ａにかかる荷重を無荷重にすることができるという作用効果
を奏する。
【００４７】
　また、本実施形態に係るスクライブ装置１００は、エアシリンダ１４により長穴１２ｇ
の長さの範囲内に保持部材１３（吸込口部１２）を上昇又は下降させるのであれば、回転
刃１と基板２００とが常に接触し、スクライブ加工を行なうことができ、減圧装置７０の
減圧量を一定にした状態で、吸込口部１２内の圧力を調整することもできる。
【００４８】
（本発明のその他の実施形態）
　図７はその他の実施形態に係るスクライブヘッドのＺ軸方向の位置調整機構を説明する
ための説明図である。図７において、図２と同じ符号は、同一又は相当部分を示し、その
説明を省略する。
【００４９】
　第１の実施形態～第３の実施形態に係るスクライブ装置１００は、初期状態における基
板２００に対する吸込口部１２のＺ軸方向の位置調整をエアシリンダ１４で行なっている
。しかしながら、基板２００に対する吸込口部１２のＺ軸方向の位置決めが初期状態で設
定されているのであれば、図７に示すように、エアシリンダ１４、電空レギュレータ５０
、加圧装置９０及び基台１１のレール１１ａを、スクライブ装置１００に備える必要はな
く、第１の圧力制御部８２が、捕捉部６０（吸込口部１２）内の圧力を制御して、回転刃
１の刃先１ａにかかる荷重を微調整するのみの構成であってもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　　回転刃
　１ａ　　刃先
　１ｂ　　貫通孔
　２　　　ピン
　１０　　スクライブヘッド
　１１　　基台
　１１ａ　レール
　１２　　吸込口部
　１２ａ　開口
　１２ｂ　凹部
　１２ｃ　接続部
　１２ｄ　底面
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　１２ｅ　溝
　１２ｆ　内側面
　１２ｇ　長穴
　１３　　保持部材
　１４　　エアシリンダ
　１４ａ　導管
　１４ｂ　ピストン
　２０　　ステージ
　３０　　ＣＣＤカメラ
　４１　　支持部
　４２　　ブリッジ部
　４３　　モータ
　４４　　ガイド
　５０　　電空レギュレータ
　５１　　レギュレータ本体
　５２　　負圧ポート
　５３　　排気ポート
　５４　　供給ポート
　５５　　排気用電磁弁
　５６　　供給用電磁弁
　５７　　第２の圧力検知部
　５８　　第２の圧力制御部
　６０　　捕捉部
　６０ａ　一端面
　６０ｂ　他端面
　６１　　導管
　６２　　導管
　７０　　減圧装置
　８１　　第１の圧力検知部
　８２　　第１の圧力制御部
　９０　　加圧装置
　１００　スクライブ装置
　２００　基板
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